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自己株式立会外買付取引（Ｎ－ＮＥＴ３）に係る取得価額総額の上限超過 

および是正措置に関するお知らせ 

 

当社は、2026年４月14日開催の取締役会において決議いたしました自己株式の取得につきまして、

自己株式立会外買付取引（Ｎ－ＮＥＴ３）により取得した自己株式の取得価額総額が、同決議で定め

た上限を超過して取得していたことが判明いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 

 

記 

１．事実の概要 
 当社は、2026年４月14日開催の取締役会において、取得価額の総額450,000,000円を上限とする自己

株式の取得を決議し、2026年４月15日に自己株式立会外買付取引（Ｎ－ＮＥＴ３）により自己株式の

取得を実施しました。しかしながら、当該取引において取得した自己株式の総額が465,900,000円とな

り上記上限を超過していることが、事後的な確認により判明いたしました。 

 
２．超過が生じた原因 

 自己株式立会外買付取引の実施に際し、取得価額総額の上限に基づく取得株数の算定および最終的

な確認が不十分であったことにより、取得価額総額が取締役会決議で定めた上限を超過する結果とな

りました。 
 
３．是正措置の内容 

 本件につきまして、当該取得に係る事実関係および法的論点について取締役会に報告し協議を行い

ました。その結果、本日の取締役会の書面決議（会社法第３７０条）において、自己株式取得に関す

る取得価額総額の授権枠を465,900,000円とすることを決議いたしました。 
 

４．再発防止策 
当社は、本件を厳粛に受け止め、今後同様の事態が生じないよう、以下の再発防止策を講じてまい

ります。 
・自己株式立会外買付取引における取得株数算定プロセスの見直し 
・取得価額総額および株数の両面での管理体制の強化 
・取締役会決議内容と取引条件の事前確認プロセスの徹底 

 
５．業績への影響 

本件による当社の業績への影響は軽微であります。 

 

株主・投資家の皆様をはじめ、関係者の皆様には、ご心配とご迷惑をおかけしましたことを深くお詫

び申しあげます。 

以 上 


